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日時： 平成２２年７月５日（月） １３：００～１５：１２ 

場所：合同庁舎第４号館 共有１２３特別会議室 

出席委員：内山委員（座長）、沖委員、奥田委員、木村委員、神山委員、酒井委員、島委員、

鈴井委員、祖父江委員、永井委員（代理 大阪府健康医療部保健医療室地域保健感染症課柴田

課長補佐）、中野委員、平野委員、古川委員、三浦委員、吉本委員 

○柳田補佐 それでは、定刻になりましたので、ただいまから第20回石綿の健康影響に関する

検討会を開催させていただきます。 

 まず、検討委員に交代がございましたので、ご報告をさせていただきます。 

 大阪府の検討委員でした野田哲朗委員から永井仁美委員にかわっておりますが、本日欠席の

ため、柴田課長補佐に代理としてご出席いただいております。 

 また、横浜市の堀誠次委員から、木村博和委員に変更がございました。 

 また、羽島市の大﨑昭博委員から、奥田博行委員に変更がございました。 

 奈良県の荻田文雄委員から、吉本龍生委員に交代がございました。 

 また、本日、酒井委員から欠席との連絡をいただいております。 

 開会に当たりまして、原環境保健部長よりごあいさつを申し上げます。 

○原部長 環境保健部長の原でございます。お暑い中、お集まりいただきましてありがとうご

ざいます。日ごろより、石綿の環境影響に関する調査の実施に協力いただきまして、また、お

忙しい中お集まりいただきましたことを感謝申し上げる次第でございます。 

 本日の検討委員会では、平成21年度に実施した石綿の健康リスク調査の結果について、ご意

見などをちょうだいしたいと思っております。また、今回は平成18年度から21年度までの４年

間の累計についても取りまとめましたので、この結果についてもご報告を申し上げたいと思い

ます。 

 これらの結果から、石綿のばく露や、あるいは石綿関連疾患の健康リスクにつきまして、一

定の知見が得られたと考えております。 

 また、平成22年度から実施することとしております、第２期の石綿の健康リスク調査につき

ましては、前回もお諮りいたしましたけれども、そのときのご意見も踏まえまして、若干の調

査計画の手直しをしておりますので、これについてもご検討をお願いしたいと思っています。 

 限られた時間でございますけれども、精力的なご検討をお願いして、私のごあいさつとさせ

ていただきます。 

○柳田補佐 それでは、以降の進行は内山座長にお願いいたします。 
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 なお、カメラ撮りにつきましては、ここまでとさせていただきますので、カメラについては

ご遠慮願います。 

○内山座長 それでは、検討会を開催させていただきたいと思います。お暑いところ、どうも

お集まりをいただきましてありがとうございました。 

 きょうは大きな議題が二つございますので、一つは、今、部長からもお話がありましたよう

に、21年度の石綿の健康リスク調査について。今回は18年度から21年度の取りまとめというこ

ともありますので、それについてご議論いただきたいと思います。 

 それから、二つ目は、前回までにもいろいろご議論いただきましたけれども、第２期の22年

度以降の石綿の健康リスク調査の設計について、いろいろまた委員等にもお集まりいただいて、

ご議論いただいたところでございますので、それについてまたご検討をお願いできればという

ふうに思います。 

 それでは、まず議題１の平成21年度石綿の健康リスク調査について、また、先ほど申しまし

た平成18年度から21年度までの累計の取りまとめにつきまして、事務局で報告を取りまとめて

いただきましたので、説明をお願いいたします。 

○柳田補佐 それでは、議題１の平成21年度の石綿の健康リスク調査について、事務局から説

明させていただきますが、まず、すみません、その前に資料確認をさせていただきたいと思い

ます。忘れておりまして、恐縮でございます。 

 まず、議事次第をめくっていただきますと、委員名簿がございまして、その次が資料１－１

といたしまして、大阪府・尼崎市・鳥栖市・横浜市・羽島市・奈良県・北九州市における石綿

の健康リスク調査報告の概要（案）でございます。その次に、資料番号はついておりませんが、

表がございます。表１から表６までございますが、一番上が表１、各地域の調査概要となって

いる表の一覧がございます。その次が、資料１－２といたしまして、大阪府における石綿の健

康リスク調査報告書、資料１－３が尼崎市、資料１－４が鳥栖市、資料１－５が横浜市、資料

１－６が羽島市、資料１－７が奈良県、資料１－８が北九州市のそれぞれ健康リスク調査報告

書となっております。資料２といたしまして、第２期石綿の健康リスク調査計画書（案）、資

料３といたしまして、前回検討会における指摘事項と対応案、それと参考資料といたしまして、

石綿健康被害救済制度における平成18～20年度被認定者に関するばく露状況調査報告書でござ

います。不足等ございましたら、事務局までお申しつけいただければと思います。 

 それでは、資料１－１の石綿の健康リスク調査報告の概要（案）について説明させていただ

きます。 
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 まず、概要については、これまでどおり、各自治体からの調査結果を取りまとめ、事務局の

ほうで案を作成いたしまして、それについて検討会でご議論いただくという形にさせていただ

いております。 

 まず、１番目の「はじめに」でございますけれども、例年どおりでございますけれども、平

成17年６月に、石綿取扱い周辺の一般住民が石綿を原因とする健康被害を受けているとの報道

があり、一般環境を経由した石綿ばく露による健康被害の可能性が指摘された。環境省におい

ては、これを受けて、石綿のばく露や石綿関連疾患の健康リスクに関する実態把握を行うこと

となった。 

 平成18年度につきましては、大阪府、尼崎市、鳥栖市の３地域において、平成19年度におい

ては、横浜市、羽島市、奈良県が加わりました。そして昨年度、21年度においては、北九州市

が加わりました。 

 このため、平成21年度におきましては、７地域で調査を実施して、調査結果を取りまとめた

ところでございます。 

 調査方法の概要につきましては、一般環境を経由した石綿ばく露による健康被害の可能性が

ある７地域におきまして調査を実施いたしました。 

 調査対象者につきましては、原則として、次の①～③をすべて満たす者を調査対象者として、

自治体の広報等で募集し、希望者全員を対象としたところでございます。条件は、ここに記載

されているとおりでございます。 

 また、既に医療機関等で同様の検査を実施したことがある者についても、希望があれば調査

対象者として受け入れておりまして、その他、各自治体の事情により、この①～③に該当しな

い者についても受け入れている地域もございます。 

 １枚めくっていただきまして、２ページ目の上のほうに、健康リスク調査の概要図というの

が載っております。 

 調査対象者が、まず自治体、保健所等で問診を受けまして、そのうちばく露の可能性がある

とされた者につきましては、指定した医療機関などで胸部エックス検査や胸部CT検査などを受

けることとしております。 

 また、自治体におきまして、専門家による医学的判断や医学的所見の登録ということを行い

まして、特に医療の必要がなければ、また経過観察をして、引き続き調査を実施していただく

というような形になっておりまして、医療の必要があるとされた方は、調査終了として、この

同意を得て、経過を把握していくということとしております。 
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 次が問診でございますけれども、問診につきましては、保健所や保健センターなどにおきま

して詳細な問診を行いまして、呼吸器疾患等の既往歴、居住歴、通学歴、本人・家族の職歴な

どを調査いたしまして、問診の結果により、調査対象者のばく露歴、例年どおりでございます

けれども、５区分に分類しております。 

 アといたしまして、直接石綿を取り扱っていた職歴がある者として、直接職歴。イといたし

まして、直接ではないが、職場で石綿ばく露した可能性のある職歴がある者、ウといたしまし

て、家族による石綿ばく露の明らかな職歴がある者で、作業具を家庭内に持ち帰ることなどに

よる石綿ばく露の可能性が考えられる者、エといたしまして、職域以外で石綿取扱い施設や吹

き付け石綿の事務室に立ち入り経験がある者、オといたしまして、上記ア～エ以外のばく露の

可能性が特定できないものということで、こういった方には、居住地や学校・職場等の周辺に

石綿取扱い施設がある場合も含めておりまして、ア～エの複数に該当する場合は、原則といた

しまして、ア～エのうち、先に該当する区分に分類したところでございます。 

 ３番目が胸部エックス線検査・胸部CT検査でございます。 

 調査対象者に対して、胸部エックス線検査や胸部CT検査を実施いたしましたということでご

ざいます。 

 ただ、過去に調査、受診いたしまして、経過観察になった者については、今年度に基本的に

は胸部エックス線検査のみを実施することとしておりまして、必要な場合には、胸部CT検査等

を追加して実施しております。 

 ４番目の読影につきましては、胸部エックス線画像及び胸部CT画像について、専門の医師に

よる読影を行い、石綿ばく露に関連する医学的所見の有無について判定いたしました。なお、

読影にあたっては、別の専門家による二次読影も実施し、ダブルチェックを行いました。 

 ということで、医学的所見の分類につきましては、この枠の中に書かれております①～⑩の

所見ということでございますけれども、21年度につきましては、これまで20年度以前には、⑤

といたしまして、胸膜下曲線様陰影というものと、⑥の肺野の間質影、それぞれ分類しており

ましたけれども、今年度につきましては、肺野の間質影に統一しております。 

 あと、上のところですが、３番目のびまん性胸膜肥厚が認められる者、また、肺野の間質影

が認められる者であっても、石綿以外の原因である可能性が高いと判断した場合には、⑩のそ

の他の所見というふうにしております。 

 また、平成21年度から「疑い所見」とされた場合には、所見番号の後ろに「疑」というもの

を記載しておりまして、一応、取りまとめの中、各地域の報告の中では、所見の中に「うち疑
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い何名」という形で取りまとめているところでございます。 

 また、調査対象者につきまして、経過観察とするか調査終了とするかについては、下記の考

え方に従っているところでございます。1)～5)にそれぞれ該当することによって、経過観察と

したり、調査終了としたりするという形にしております。 

 次のページでございますけれども、経過観察ということで、先ほどの上の考え方で、2)また

は4)ということで、経過観察と判断された方につきましては、20年度以前受けた方に、また21

年度に胸部エックス線検査の受診勧奨を行いまして、また、1)や3)や5)ということで、調査終

了と一旦判断された方につきましては、同意を得た上で、可能な限り治療経過等の把握に努め

たところでございます。 

 次に、結果の概要でございますけれども、こちらのほうに、それぞれ地域ごとに細かくなっ

ておりますが、時間の関係もございますので、一覧のほうにもございますけれども、表の２を

ごらんになっていただきたいと思います。 

 表の２が、平成21年度石綿の健康リスク調査の結果の概要でございまして、それぞれの地域

ごとに受診者の数、所見あり、そのうち胸膜プラークがありの者と肺野の間質影あり、それと

また両方の所見がある者を整理しております。 

 受診者数につきましては、大阪府泉南地域等が420名、尼崎市が578名、鳥栖市が145名、横

浜市が345名、羽島市が420名、奈良県が374名、北九州市が148名で、合計2,430人というふう

になっております。 

 このうち、ばく露歴ありというふうになっておりますが、つまり、先ほど申しましたア、イ、

ウ、エに該当する方、直接職歴、間接職歴、家庭内曝露、立ち入り屋内環境ばく露のいずれか

の区分に該当する方、これが1,314名でございます。それ以外の方、そういった方が確認でき

ない方、オに相当する方ですけれども、それが1,116名ということになっております。 

 それぞれ所見のあった方が、それぞれ地域ごとに異なっておりますけれども、全体といたし

ましては、所見があった方が、ばく露歴がある方が449名で、受診者に対して34％、その他ば

く露の方が247名で、受診者に対して22％所見があったということでございます。 

 そのうち胸膜プラークにつきましては、全体で624名、受診者のうち26％に見られましたが、

そのうちばく露歴がありの者については410名で、31％、その他ばく露については214名で、19

％に見られました。 

 また、肺野の間質影につきましては、全体では101名で、４％、そのうちばく露歴ありの方

は64名で、５％。その他ばく露につきましては37名で、３％の方に見られております。 
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 また、胸膜プラークと肺野の間質影が両方の所見が見られた方は、全体で66名、そのうちば

く露歴があるという方では46名で、その他ばく露が20名に見られたということになっておりま

す。 

 それぞれの調査、細かいところは、４ページ目からそれぞれ載っておりますが、ちょっと省

略させていただきます。 

 あわせて、12ページの平成21年度調査結果のまとめと考察のほうをごらんになっていただき

たいと思います。 

 まず、１番目、留意事項がございまして、その次からまとめとして載せております。 

 調査対象となった受診者数、これは申し上げたとおりで、2,430名でございまして、平成20

年度、2,262名と比べて７％増加しております。ただ、これは本年度から北九州市の門司区が

対象地域に追加されておりますので、これを除くと2,282名ということで、１％増と、ほとん

どふえていないということになります。 

 2,430名のうち、新規受診者が799人、また、20年度以前に受診したことのある方、これが1,

631人ということで、新規受診者の割合は、北九州市を除くと、尼崎市で比較的多かったとい

うことになりますが、それ以外の５地域ですと、新規受診者が317名ということで、この５地

域での新規受診者675名より減少しておりまして、特に奈良県さんが平成20年度には317人新規

受診者がいたけれども、21年度には47人に減少したことなどが影響しているのかなと考えてお

ります。 

 また、問診によるばく露歴の確認の結果でございますけれども、2,430名のうち、アに相当

する方が24％、イが11％、ウが11％、エが８％、オが46％でございました。 

 このうち、オの割合ですけれども、それぞれ一定数以上、そういった労働現場等と関連して

いるばく露歴が確認できない方がいらっしゃいました。 

 胸膜プラークが見られた方は、先ほども申しましたとおり624名でございまして、労働現場

等と関連しているばく露歴が確認できる者は７地域合計では410名でございまして、羽島市や

大阪府泉南地域等で比較的多く見られました。 

 あとは労働現場等と関連しているばく露歴が確認できない方につきましては214名で、羽島

市や尼崎市で比較的多かったということでございます。 

 羽島市につきましては、平成20年度、この労働現場等と関連しているばく露歴が確認できな

い者の割合の中で、胸膜プラークが見られた者の割合、26％でしたけれども、特に21年度につ

きましては、新規受診者97名いらっしゃいましたけれども、石綿取扱い施設に隣接した事業所
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に勤務していた48名が含まれておりました。そのうち、ばく露区分「オ」に相当する方、46人

中37人に胸膜プラークの所見が見られたこと。かなり高い率で見られたんですけれども、そう

いったことにより、こういった形で、去年と比べてかなり高い率になったというふうになって

おります。 

 また、20年度以前から受診している方で胸膜プラークが見られた方は27％、21年度の新規受

診者につきましては24％でありまして、継続受診者のほうがやや高くなっているという状況で

ございます。 

 また、肺線維化所見である肺野の間質影が見られた方は、７地域合計では101名でございま

した。 

 労働現場等と関連しているばく露歴が確認できる者のうち、肺野の間質影が見られた方は64

名で、尼崎市や奈良県、大阪府泉南地域等で比較的多かった。 

 労働現場等と関連しているばく露歴が確認できない者のうち、肺野の間質影が見られた方は

37名でございまして、尼崎市で比較的多かったということでございます。 

 あとは、受診者を年代別に見ますと、60代、70代の受診者が多く見られまして、その中で年

代別に胸膜プラークが見られた方を見ると、年齢とともに高くなっております。 

 また、肺野の間質影が見られた者の年代別の割合は、60歳以上で高くなったということにな

っております。 

 次に、14ページの平成18年度～平成21年度の累計結果の概要に参ります。 

 ４年間やってきてまいりましたので、これまでの健康リスク調査に参加していた方の結果に

ついて、累計、この累計というのは実人数でございますけれども、それについてまとめさせて

いただきました。 

 なお、取りまとめの際の留意事項といたしまして、複数回受診した者につきましては、最後

に受診した際の年齢、所見ということで集計しております。また、この所見には「疑い」を含

んでおります。 

 表につきましては、まず、お手元の表のまず表３をごらんになっていただきたいと思います。 

 受診状況でございますが、調査対象となりました累計の調査対象受診者数、表３はそれぞれ

年度ごとの受診者数と、あとはそれぞれ合計した累計の延べ人数が書いておりますが、取りま

とめに当たっては、この累計の実人数のほうを別途しております。大阪府の泉南地域等が605

名、尼崎市が844人、鳥栖市が334人、横浜市が530人、羽島市が465人、奈良県が722人、北九

州市が148人ということで、合計で3,648人でございました。 
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 次の所見等につきましては、次のページ、表４－１というのがございまして、集計表がござ

いますので、以降はこちらもあわせてごらんになっていただければと思います。 

 この3,648人のうち、直接職歴が931人、間接職歴の者が384人、家庭内ばく露の者が377人、

立ち入り等の者が287人、そして、ア～エのばく露歴が確認できない者が1,669人でございまし

た。 

 そのうち、何らかの所見が見られた方は1,063人でございまして、内訳、これは重複計上し

ておりますけれども、胸水貯留が８人、胸膜プラークが905人、びまん性胸膜肥厚が27人、胸

膜腫瘍疑い（中皮腫等）が５人、肺野の間質影、これにつきましては平成20年度までの胸膜下

曲線様陰影を含みますが、195人、円形無気肺が22人、肺野の腫瘤状陰影（肺がん等）が74人、

リンパ節の腫大が101人でございました。胸膜プラークは調査対象者の25％で、肺野の間質影

は調査対象者の５％に見られました。 

 また、年代別では、40歳未満が160人、40歳代が332人、50歳代が618人、60歳代が1,336人、

70歳代が995人、80歳代が203人、90歳代が４人でございました。 

 胸膜プラークが見られた方の905人、年代別ですと、40歳未満が５人、40歳代が27人、50歳

代が95人、60歳代が337人、70歳代が344人、80歳代が93人、90歳代が４人でありました。 

 肺野の間質影が見られた195人につきましては、40歳未満が２人、40歳代が１人、50歳代が1

4人、60歳代が76人、70歳代が82人、80歳代が19人、90歳代が１人でございました。 

 次に（２）といたしまして、健康リスク調査に参加し医療の必要があると判断された者の経

過把握結果でございますが、これについては、表の５をごらんになっていただきたいと思いま

す。 

 平成20年度以前の石綿の健康リスク調査に参加し、医療の必要があると判断された方が、そ

の後、医療機関でどのような診断を受けているのか確認するため、本人から承諾を得て医療機

関に照会を行いました。また、石綿救済制度等による認定状況を本人や家族に問い合わせを行

いました。 

 その結果、21年度までに、中皮腫が２人、肺がんが、これにつきましては、石綿によるか否

かを問わないものでございますが、肺がんが13人、石綿肺が11人、良性石綿胸水が２人、びま

ん性胸膜肥厚が３人、診断されておりました。これらの人数につきましては、いずれも疑いを

含んでおります。このうち、石綿救済制度の認定を受けた方が２人、労災制度の認定を受けた

方が10人でございました。 

 （３）といたしまして、その他ばく露における胸膜プラークが見られた者の町別内訳につい
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てということでございますが、これは表６のほうをごらんになっていただければと思います。 

 各地域におきまして、ばく露区分が「オ」とされた者、その他（労働現場等と関連するばく

露歴が確認できないもの）でございますけれども、そのうち、胸膜プラークが見られた方につ

いて、市町村以下の町名別の集計を行いました。 

 なお、この集計につきましては、「プロット数」という形で行っておりまして、同一人物が

調査対象期間内に地域内で引っ越し等を行った場合、そういった場合には複数プロットとして

カウントされておりますので、対象者の実人数とプロット数の合計とは必ずしも一致しないと

いうことに留意していただくという必要がございます。 

 表６につきましては、町別の人数にあわせて、「全プロット数」という形で、所見のない人

も含めた形のプロット数を記載しておりまして、また、あわせて、町名に所在していた大気汚

染防止法の届出施設、また石綿ばく露作業による労災認定等事業場一覧、厚生労働省さんが出

しておりますけれども、それにおいて公表されている事業所がある場合には、事業場名をあわ

せて記載したところでございます。 

 次のページがまとめと考察でございます。 

 まず、上には留意事項を記載しております。この調査は、対象地域における自治体の広報等

を通じて対象者を募集し、調査の趣旨を理解した上で協力に同意いただいた方に対するもので

あり、石綿取扱い施設があった地域の方が多く受診する傾向にある。また、石綿取扱い施設稼

働当時における周辺環境への石綿飛散状況については知見がない。このため、受診者の石綿の

ばく露歴、石綿関連所見の状況や、当該地域に所在した石綿取扱い施設との関係については、

傾向や定性的な把握にとどまり、調査対象地域全体の石綿ばく露の実態を定量的に解析できる

ものではないことに留意する必要があるということでございます。 

 （１）の受診状況及びばく露歴と医学的所見についてでございます。 

 3,648名のうち、調査開始時より毎年受診している方は、平成18年度に調査を開始した大阪

府の泉南地域、大阪府は泉南地域と河内長野市に分かれておりますが、まず、その泉南地域が

18年度から開始ということでございまして、それと尼崎市、鳥栖市で、167人、42人、43人で

ございます。平成19年度に調査を開始した大阪府の河内長野市、横浜市鶴見区、羽島市、奈良

県では、109人、132人、258人、161人でございました。 

 胸膜プラークが見られた方は3,648人のうち905人でございました。そのうち、労働現場等と

関連しているばく露歴が確認できる者のうち、胸膜プラークが見られた方は627人であり、受

診者に対する割合の高い順に、羽島市、大阪府泉南地域等、横浜市鶴見区、奈良県、尼崎市、
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北九州市、鳥栖市でありました。 

 確認できない者「オ」につきましては、７地域合計で278人でございまして、割合の高い順

に、羽島市、尼崎市、大阪府泉南地域等、奈良県、横浜市、鳥栖市、北九州市でありました。 

 いずれも、羽島市において胸膜プラークが見られた者の割合が高かったということでござい

ます。 

 肺野の間質影が見られた方は195名でございました。労働現場等と関連しているばく露歴が

確認できる者のうち、見られた方は129名でございまして、尼崎市、奈良県、大阪府泉南地域

等、北九州市、横浜市、鳥栖市、羽島市の順番でございました。 

 ばく露歴が確認できない者のうち、肺野の間質影が見られた方は66名でございまして、割合

の高い順に、尼崎市、奈良県、鳥栖市、羽島市、大阪府泉南地域等、横浜市、北九州市でござ

いました。 

 いずれも、尼崎市において肺線維化所見が見られた者の割合が高かったということでござい

ます。 

 （２）の健康リスク調査の参加し医療の必要があると判断された者の経過把握結果でござい

ますが、平成20年度までの健康リスク調査に参加し、医療の必要があると判断された者から、

これまでに中皮腫２人、肺がん13人、これは石綿によるか否かを問わないものでございますが、

など、計31人。この計31人には、疑いを含む、また重複を含んでおります、が医療機関で診断

されておりました。 

 重複がないものと仮定すればでございますが、平成20年度までの累計受診者2,848名でござ

いますが、このうち1.1％に石綿関連疾患が発見されたことになります。ただし、肺がんにつ

いては、石綿によらないものも含まれているということに留意する必要がございます。 

 （３）のその他ばく露における胸膜プラークのある者の町別内訳でございますが、ばく露区

分が「オ」のその他で、胸膜プラークのプロットがある町名別一覧について、それぞれの地域

においてプロット数の多い町名は以下のとおりでございます。 

 まず、大阪府の泉南地域等につきましては、泉南市の新家や同じく泉南市の信達牧野や、あ

とは河内長野市の長野町や、同じく河内長野市の栄町などで多く見られました。 

 尼崎市におきましては、浜、長洲東通や長洲中通などで多く見られました。 

 横浜市におきましては、鶴見中央などで多く見られました。 

 羽島市におきましては、竹鼻町や新生町などにおいて多く見られました。 

 奈良県におきましては、斑鳩町の龍田西や王寺町の王寺や、同じく王寺町の久度や、同じく
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王寺町の元町などで多く見られました。 

 また、鳥栖市におきましては、胸膜プラークありのプロット数が全体で３でございまして、

特に胸膜プラークありのプロット数が複数あった町はございませんでした。 

 ちなみに、参考でございますが、鳥栖市におきましては、平成20年度においては、ばく露区

分「オ」で胸膜プラークありという者が６人ということになっておりましたが、今年度問診を

行った結果、ばく露区分が変わったということで、人数が減っているところでございます。 

 最後でございますけれども、ばく露区分「オ」の人数が７地域で最も多かったのが、尼崎市

でございますけれども、この尼崎市につきましては、石綿の健康リスク調査を実施する契機と

なりましたクボタの旧神崎工場が所在したところでございますので、より詳しい検討を行った

ところでございます。この工場の所在地であった浜に隣接する町、ここでは、次屋、西川、常

光寺、長洲東通、長洲中通、潮江の６町とおいておりますけれども、それとその他の町、尼崎

市内のそれ以外の町の３地域について、おのおの全プロット数に対する胸膜プラークありのも

ののプロット数の比率を求めたところ、浜が35.6％、隣接する町が19.5％、その他の町が17.0

％でございました。この結果からは、浜が最も高かったということは、その同工場との関連を

示唆する結果であった。しかし、隣接する町とその他の町で大きな差が見られなかったことや、

また、同市内には、ほかにも石綿取扱い施設があったことなどからして、同工場の影響の広が

りについて評価することは困難と考えられるものでございます。 

 以上でございます。 

○内山座長 ありがとうございました。ただいま事務局のほうから、21年度の取りまとめと、

それから18年度～21年度までの取りまとめについてご報告がありましたが、何かご意見、ご質

問ございますでしょうか。 

○鈴井委員 最初から細かい話になってしまって申しわけないんですけれども、まず、資料１

－１の１ページ、下から２行目についてです。下記①～③に該当しない者についても受け入れ

ている地域もあるという、この③本調査の趣旨を理解し、調査の協力に同意する者、これにつ

いて該当しない者も入っているということでよろしかったでしょうか。 

 ついでにもう１点、２ページ目になるんですけれども、下から４行目、「なお、ア～エの複

数に該当する場合は、原則として、ア～エのうち」となっておりますけれども、オは入らない

という理解でよろしいでしょうか。 

 その２点、すみません、一応、確認をさせてください。 

○柳田補佐 まず、最初のほうですけれども、これは基本的に、石綿取扱い施設の稼働時期以
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降に入ってきた方についても、地域の事情によって受診はする。ただ、解析対象からは外して

いるという趣旨でございまして、基本的には、同意については各地域すべて、皆様受けている

というふうに認識はしておりましたので、①～③というのは、ちょっと正しいかどうか。③に

該当しない者について受け入れているかどうかというのは、すみません、ちょっと確認をしま

すけれども、基本的には、①と②に該当しない者について受け入れているというふうに、私と

しては認識しておりました。だから、同意はすべて受けているものというふうに考えておりま

す。とにかく、昨年と同じようにやっているので、その辺、まだ必要があれば修正したいと思

います。 

 ２番目でございますけれども、基本的に「オ」に相当する方というのは、オのみに相当する

という方になっておりますので、なので、基本的にこのア～エであっても、ア～オであっても、

結果的にその分類というのは同じになるというふうには考えておりまして、ただ、自治体さん

としては、多分、ア～オの複数に丸をつけられている方というのはいらっしゃると思いますの

が、「オ」の定義がア～エ以外ということになっておりますので、基本的に分類の際には、ア

～エという形になるということになります。 

○内山座長 よろしいでしょうか。では、１ページのほうは、例年どおりに進んだと思うんで

すが、確かにおっしゃるように、これだと同意書を承認していない方も例外として受け入れて

いるというようなことがあるかもしれませんので、ちょっと一応、そこは各自治体に確認して

いただいて、すべて同意書をとっているということであれば、細かいことですが、①～②に該

当しない者でもいけるということに。その場合でも、必ず同意書はとっているだろうと。 

 その他ございますでしょうか。 

 この４年間やってきたので、特に21年度のまとめは例年と同じようなまとめをしてくださっ

ていると思うので、経年的に見たまとめ方ということで、こういう視点からでもということが

あれば。 

 三浦先生。 

○三浦委員 まとめのところの肺がんについては、必ずしも石綿は関係ないものも含むと。間

質性陰影については、どのようにお考えなのでしょうか。 

○柳田補佐 これにつきましては、医療機関が石綿肺という形で診断したということですので、

挙がってきたものをまとめているという形にしております。 

 ちなみに、その石綿肺疑いについては、一応、１名いらっしゃるということになっておりま

すので、そういった方についてはまだ確定ではないというような形で認識しております。 
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○神山委員 まとめの地図が後ろのほうに五、六枚ついていると思うんですが、先ほどの18ペ

ージのまとめの文言との関係で、例えば尼崎のケースですと、69ページと70ページの図がある

ようですけれども、69ページのほうで見ると、赤丸プラークあり、丸の大きさは居住年数に比

例して、小さいほど短いというふうに読むわけですね。そうすると、赤丸が、例えば向こう側

の東のほうにちょっとあって、小さい丸、つまり５年未満の方がその辺にいるということと、

工場との関係を考察するときに、この５年未満の方は、そこに５年未満しか住んでいないとい

うことで、調査時にそういうことだったんでしょうけれど、その前歴といいますか、前にどこ

に住んでいたかということを個々のケースでこれは調べられるものなのでしょうか。つまり、

より工場のほうに近い方が、後にその辺に移転していったということが考えられるのかどうか

と。その辺の経時的な調査が可能なのかどうかということなんですが。 

○内山座長 これは資料１－３の尼崎の資料ですね。 

○鈴井委員 尼崎市に関しましては調査可能です。問診で居住歴を全部聞いておりますので、

すぐに調べることができます。よって、いつでも提示できるような状況です。 

○神山委員 この地図は、あくまでも最終的な居住、調査時のときに５年未満であれば小さい

丸でプロットしているという形なんですね。 

○鈴井委員 調査期間内の５年未満の残りの15年に関しては、どこに住んだかというのは、こ

の地図にもプロットしてありますし、なおかつ、データとしても残っております。 

○内山座長 よろしいでしょうか。これは、ですから、延べというか１人について複数個をプ

ロットしたということ。５年住んでいるところ小さい丸、この15年のところは大きい丸、同じ

方がですね。 

 そのほかいかがでしょうか。 

○平野委員 これは、今、地図の話が出たので、こんなのはできるのかという、希望に近いん

ですけれども、例えば羽島市、19という番号でございますが、一見、この竹鼻町の中心が非常

に多くてというふうにも見えるんですが、この人口密度というのですか、周りのほうにも点々

と出ているんですけれども、人が住んでいないだけなのか、それとも本当に距離が離れている

から低くなっているのかというのは、ちょっと判別がこれだとできないと思うんですが、どこ

かでそういう人口密度というか、家屋数というか、何かそういうものと重ね合わせることが、

今すぐにではなくてもいいんですが、それが可能かどうかということが、ちょっとお聞きした

いんですが。特にこの羽島市にとっては、表の２で詳しく説明していただいたんですが、皆さ

んの関心は、やはり（５）のところだと思うんですが、ばく露歴がはっきりしないけれど、そ
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の近くにいたかもしれないという方で、所見あり、プラークあり、ともに尼崎と羽島市が突出

という形じゃないですが、それぞれ非常に高い割合で、その他のばく露のパーセンテージが多

くて、羽島市に至っては、これも考察のところで述べられていますが、近接したアスベスト作

業、より近接した事務所の方がたくさん登録されたからということだったんですね。その隣接

というのもちょっとどれぐらい、本当に隣という意味の隣接なのか、距離としてどれぐらいな

のかというのが、何かそういうこともあったらいいなと感じました。その人口密度というか、

そのあたりと比較して、何か議論できるようなことまで可能なのかどうかというのをまずお聞

きしたいと思います。 

○奥田委員 先ほどのご質問でございますけれども、竹鼻町に赤のプロットが多い理由でござ

いますけれども、調査対象者がこの近辺に固まっておったという形で、こういった形になって

おりまして、人口密度につきましては、過去の関係もありますので、住民情報といいますか、

住基情報の中でやっていきますので、ですから字の関係などがありまして、ちょっと難しい面

が出てきますけれども、やろうと思えば可能かとは思っております。 

○内山座長 人口密度の母数にする場合は、全数が受診していればいえるかもしれないけれど

も、受診者の中の割合としたほうが、同じ竹鼻町周辺の受診者の中で囲まれる方がどのぐらい

というふうにしたほうがいいのか、あるいは、オの中で……。 

○奥田委員 先ほどのご質問ですけれども、21年度の調査の中で、ニチアスの隣の工場、もと

もと隣接していた工場もありまして、その工場の従業員の方がこの調査の中に協力という形で

入ってもらいました関係上、この周りに密集しているということが出ておりますけれども。 

○平野委員 それは隣にある工場ということで。 

○奥田委員 そうです。今はございません。もう倒産しまして。 

○内山座長 19ページの図は、これは「オ」ですから、工場に勤められている方は関係ない方

の中ですよね、19ページの図は。ですから、胸膜プラークの黄色の方と赤の方の割合を……。 

○泉室長 隣接する工場では石綿を扱っていなかったということで、48名のうち46名が「オ」

としてプロットされています。  

○奥田委員 職種が異なっておりますので、扱っていなかったと。 

○内山座長 逆に言うと、羽島市でアスベストを使われていたと考えられる地域ではないわけ

ですか、ここは。 

○奥田委員 いや、隣接しておりますので、工場は。ニチアスとその隣の工場は隣接しており

まして、その隣の工場の従業員から、こういったものが出たというデータになっておりますけ
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れども。 

○内山座長 その方が調査に協力していて、だから、ここら辺に受診者は多いだろうと。その

中で、平野先生がおっしゃるのは、その中で赤丸が固まっているところがプラークありだとい

うことです。それが、受診者がやはり人口密度が多いかどうか、あるいは、本当にその周辺に

おられた方がプラークが多いのかということは、何か集計の仕方でわかりますかということだ

ろうと思います。 

○平野委員 ついでに、主たるアスベストの発生源からどれぐらいの距離を離れたところで、

距離の情報というのは非常に重要だと思うんです。もし、例えば隣にある工場というのはどう

いう工場なのかよくわからないんですが、もう今はないということなんですが、主たる作業員

の方がいらっしゃる場所、働いていらっしゃった場所と、主たる発生源からの距離というので

すか、そういう情報もどこかで残しておくと、後々重要な情報になるんじゃないかという。 

○奥田委員 全くの隣接でございますので、塀を一つ隔てたところに隣接……。 

○平野委員 ほとんど同じ敷地と考えてもいいぐらいの隣ということですか。 

○奥田委員 そういうことですね。 

○平野委員 小さい工場ですか。 

○奥田委員 結構、大きい工場ですけれども、紡績工場があったわけですけれども。 

○平野委員 隣というだけで、距離が長い隣というのもあると思うんです、大きな工場だと。 

○奥田委員 当時の隣の工場につきましては、従業員が大体100人ほどの工場でございました。 

○内山座長 表の６以降がばく露「オ」で、胸膜プラークのプロットがある町名別一覧表のと

ころに、これは大気汚染防止法で届出施設というのが書いてあるのが、アスベストを使ってい

た可能性があるところというところで、そうするところの表６の中で羽島市を見ると、５番目

が羽島市ですが、竹鼻町というところと正木町というところに大防法での施設がある。この区

分というのは、竹鼻町というのは、この近くでくくったところがではなくて、これは道路です

ね。竹鼻町というのはどこら辺なんですか。 

○平野委員 実際、そのアスベストを直接ハンドリングしなくても、いわゆる大気を通じて、

どれくらいの距離でいると影響を受けるんだろうかという情報ですね。それは係数、非常に少

ないと思うんですが、この羽島の46名の隣の工場の作業員の方ですが、実際、自分で触ってい

るわけではないわけですよね。多分、空気を通じて吸入されたと考えられるんですが、実際に

それが100メートルなのか、大きい工場で１キロ弱なのかというか、ちょっとわからないです

が、そういう情報があれば、非常にインフォーマティブなものじゃないかということでちょっ
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としたわけですね。単に隣といっても、ちょっと距離があります。これははっきりしています、

影響を受けたというのは。そのあたりを残しておくのがいいんじゃないかと思ったわけですが、

もし詳しい情報があれば教えていただきたいと思います。 

○内山座長 そのほかよろしいですか。 

 この中皮腫とか肺がんで、初回のこれは検診で大体見つけられているんですよね。経年的に

よって行ったうちに見つけたという方と、それから、初回で中皮腫なり、肺がんなり、石綿肺

がんが見つかった。４年やって、何回か継続されて出ていただいたんだけれども、22年度以降

もそうですよね。こういうことを定期的にやっていれば、去年は大丈夫だったけれど、ことし、

早期のものが見つかったということであれば、検診の効果ということも……。それはわかって

いる方はいらっしゃいますか。中皮腫が２名と肺がんが10名ぐらいいらっしゃいますよね。 

○柳田補佐 今回は、とにかくなったという方をピックアップしたものですので、その方が最

初に受けた方か、継続というところからの観点からはちょっとまとめていないんですけれども、

ただ、もとのデータに立ち返れば可能ではないかと思いますので、そこはちょっと可能であれ

ば作業はしてみたいと思います。 

○鈴井委員 尼崎市に関しては、ほぼ全部、初回で発見されております。その中に、レントゲ

ンでなく、CTで見つかっている方もありまして、一定、このリスク調査は効果があったという

ふうに解釈できるんじゃないかと考えられる例もございます。 

○内山座長 そのほかの地域で、そういう情報ございますか。 

○古川委員 鳥栖市に関しては、居住歴が10年以上、15年未満という人がほとんどで、すべて

最初の検診で見つかった。だから、継続的にやって、新たにプラークが出た症例というのは経

験していないです。 

○内山座長 最初の検診でも見つけていただければ、それはそれでいいと思いますが。そのほ

かに何かございますか。 

 それからもう一つ、中皮腫２例のうち、１例は労災に認められていますけれども、もう１例

はまだ認定中なんでしょうか。それとも、救済上にも、どちらでも漏れてしまっているのか。 

○柳田補佐 表５でいきますと、中皮腫疑い２名が鳥栖市さんと羽島市さんで、羽島市さんの

ほうは労災ということなんですけれども、鳥栖市さんのほうは、一応これは疑いということに

はなっているんですけれども、その後まだフォローができていないということで、どのように

なっているのでしょうか。 

○古川委員 疑い例なんですけれど、要は、本人さんが拒絶されて、亡くなられて、まだ正式
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には認定はされていないということです。 

 詳しく言いますと、追加の検査を拒否をされていまして、それ以上先に診断がつかないとい

う状況で、もっと詳しい検査をしたら、はっきりわかるんですが、その検査自体を拒否されて

いるので、それ以上先に進まないという状態なんですけれど。 

○内山座長 そのほかに何かございますか。 

 18ページのところの最後のまとめのところで、同工場の所在地あったものに隣接する地域に

は、確かにプラークが多かったということが記述されていますが、平野先生は、逆に、大体ど

のぐらい工場から離れていたかということもわかればとおっしゃいましたけれど、その当時、

これは方向掌握なので。 

○平野委員 わかるものなのかどうか、ちょっと……。 

○内山座長 一つしかなくて、ある程度わかる場合と、少しやってという場合もあると思うん

ですけれど。 

○平野委員 工場といっても、例えば東京ドームみたいなやつがあってその隣なのか、それと

も本当にちょっとした敷地で、ほとんど作業場の中なのかみたいなところですね。そのあたり

のイメージがわかる程度の記述があればいいんじゃないかと思うんですが。データということ

です。隣接なので、近くというのは、すごく隣というのはわかるんですが。 

○柳田補佐 そこは自治体と相談した上で。 

○内山座長 少し、隣接の程度を、本当に工場を敷地境界の次がその工場であれば、敷地境界

直下ということになるので、ただ、その敷地までが実際に建屋からどのぐらいあるかと。広大

な敷地を持ってやられている工場なのか、本当に小さい工場なのかというぐらいの記載があれ

ば。 

 そのほかに何か、こういうところも、こういう分析も追加したほうがいいということがあり

ますか。よろしいですか。あるいは、こういうことが言えるのではないかということも。 

 それでは、二、三の細かいところの修正あるいは意見が出ましたので、このリスク報告書に

関しては、21年度、それから４年間のまとめということで、あと、事務局と私のほうで相談さ

せていただいて、あるいは自治体の方と相談させていただいて、細かいところを修正した上で、

最終案にしたいというふうに思いますが、よろしいでしょうか。 

○三浦委員 もう一度、最初に帰るんですけれども、13ページの肺線維化所見である肺野の間

質影が見られた者は、７地域合計で101人ですよね。これは、ですから必ずしも石綿とは関係

ないものも含まれているんですよね。石綿肺の疑いを含んだ者は11人ですから。 
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○泉室長 所見のところの定義は、同じ資料の３ページのところに、医学的所見の分類の一応

原則を書いておりますが、今、先生がご指摘いただいた肺野の間質影については、そこに米印

一つ目ございますけれども、その所見で石綿以外の原因での可能性が高いと。つまり、所見か

らも、これは石綿でないことがほぼ確実という場合は⑩番、それが否定し切れない者について

は、そこでカウントしているということですので、そのルールで集計しております。 

○内山座長 これは、明らかに違う原因が考えられるだろうというのは除いた⑩番でしたけれ

ども、③あるいは⑥に適用されたからといって、これははっきり石綿由来であるというふうに

は、まだ分類できないわけですよね。ですから、これと違うところに、そういうふうに書いて

よろしいですかね。明らかなものは除いた。ただし、これはすべて③、⑥の所見があっても、

石綿にすべて由来するものという診断ではないと。読影会のときにも、皆さんそういう合意で

やっておられると思いますので。そこも、じゃあ③のところに、３ページの米印のところに、

そこにも追記させていただければよろしいでしょうね、その読影の定義。 

○泉室長 その３ページの記述の中に、さらに今おっしゃった点を書き加えたほうが…。 

○内山座長 石綿以外の原因である可能性が高いと判断した場合には⑩としている。ただし、

③及び⑥、すべてが石綿が原因であるものではないと。 

○泉室長 少し丁寧③と⑥には、石綿以外のものも含まれているということを念のために書く

ということでしょうか。 

○内山座長 では、そうすると、すべて中皮腫由来がみんなそういうことですよね。このレン

トゲンあるいはCT写真から、とりあえずこれが石綿が原因であると。これだけでは無理だとい

うことにはなっているので、どうしますかね。 

○泉室長 表のほうに。 

○内山座長 ですから、逆に言うと、読影の一番上の石綿ばく露に関連する次の医学的所見の

有無について判定したというところに、逆に、これ、これからだけでも中皮腫が認められるも

のというところのCTだけで中皮腫と言っているわけではないと思いますので、すべて石綿ばく

露に関連する医学的所見と書いていますので。 

○三浦委員 先ほど、最初の説明があったときに、肺がんだけことわられましたよね。だから、

肺がんだけをことわっておられたので、それでは線維化のほうはどういうことかなということ

になるので、すべて同じなら、両方同じように書かないか、書くか。 

○泉室長 先生からさっきご指摘ありましたのは、14ページの医療機関での診断結果のところ

と思います。これは医療機関での診断ということで、肺がんまたはその疑い、それから石綿肺



- 19 - 

というふうに書いていますので、ここの石綿肺は、恐らく医療機関でばく露歴なども聞いた上

で、疑いも含めて判断しているということですので、先ほどの間質影のところの確からしさの

レベルとは、ちょっと違うというふうに思っています。 

○三浦委員 わかりました。 

○内山座長 そうしたら、逆に、そのうちの何例が石綿肺によるものというのが診断されてい

るんじゃないですか。そうでもないんですか。 

○泉室長 完全に内数かどうかは確認しないと。 

○内山座長 この認定された２例は、ここで見つけていったのではないんですか。この肺がん

のうちの２例は、救済持っていますよね。それは、この検診で診断されたわけですよね。そう

すると、この十何例の肺がんのうち、２例は石綿が原因と確定と、そういうふうにされたら。

いけませんか。 

 ちなみに、これはすべて石綿ばく露じゃないと書けないので、この２例は石綿が原因と診断

されたと。それは間違いないですか。 

○泉室長 あくまで、認定されたということなので。 

○内山座長 認定されたということは、石綿が原因だと。 

○泉室長 ある種の割り切りとして、そういうふうに判断されたということなので。 

○内山座長 例えば、これを診断されたではなくて、石綿救済法の適用となったとか、何か事

実でいいと思うんですけれども。 

○泉室長 わかりました。では、ここは事実関係がわかるように。 

○柳田補佐 では、15ページのほうに、救済制度認定の認定を受けた方が２人、労災制度の認

定を行けた方が10人というふうにありますけれど、そこのところに肺がんが何人とかという形

で、わかるような形で修正をしたいと思います。 

○内山座長 14ページの下のところの石綿によるか否かを問わないというのを抜いてしまって

13例で、そのうちの石綿救済制度の認定を受けた者は２人というところに、中皮腫何人、肺が

ん何人とか、そう書けばよろしい。そうすれば、事実以外のことが書いて……。違いますか。 

○柳田補佐 修正した上、また相談をさせていただければと思います。 

○内山座長 ちょっと、それを工夫させていただいて、三浦先生、それでよろしいですか。誤

解のないようにお願いします。 

 それでは、議題２に移りたいと思います。平成22年度石綿の健康リスク調査についてという

ことで、事務局のほうからご説明ください。 
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○柳田補佐 それでは、次に、資料２の第２期石綿の健康リスク調査計画書と、あわせて資料

３の前回検討会における指摘事項と対応案という、二つの資料をごらんになっていただければ

と思います。 

 前回第19回の検討会の際に、いろいろと第２期の健康リスク調査につきまして、委員の方か

らいろいろご指摘をいただきました。また、設計について、その後も島先生や祖父江先生を初

めとする疫学の先生方からもご意見等をいただきまして、資料３のとおり、対応案というのを

事務局のほうで書かせていただきました。 

 まず、指摘事項、まず１点目でございますけれども、まず、調査対象者について、７地域以

外でも受診できるようにしてはどうかということでございますけれども、これにつきましては、

全国47都道府県でやるような全国展開ということにつきましては、例えば問診のための人員の

確保や、あとは検査を実施する病院の選定だとか、そういったような問題もあるので、ちょっ

と難しいのではないかと考えておりますが、ただ、やっぱり調査対象者がふえるということは、

こちらとしても重要と考えておりますので、そういった観点から、特定の地域において一定の

人数が確保ができるような場合には、そこの地域の病院を医療機関として調査を受けるという

ことも検討したいというふうに考えているところでございます。 

 次に、中皮腫につきましては、プラークがないけれどもばく露歴のある方からも発症すると

いうふうに予想されるので、プラークなどといった有所見・無所見別のみの比較では、そうい

った結果が出ないのではないか、余り意味がないのではないかというふうなご指摘がございま

した。これにつきましては、胸膜プラークの有無による比較だけではなく、職歴や居住歴とい

ったばく露歴についてパラメータ化して分析するという方針としたいというふうに考えており

ます。これによって、ばく露の大小による比較、これについては前回ご指摘ございましたけれ

ども、そういった大小による比較というものは行えるのではないかというふうに考えておりま

す。 

 それから、３番目といたしまして、当初５年間の追跡方法として、手紙だけ、２年目以降、

また受診勧奨をするという手紙だけでは追跡が困難であるということから、住民票や本籍地照

会、死亡票、がん登録の照合等、公的な記録の利用を組み込んでおくべきではないか。あとは

５年間の調査終了後のフォローアップができるようにしておくべきではないかといった指摘が

ございました。 

 これにつきましては、５年の調査期間の追跡調査に反応がない場合は、現住所、あとは生き

ているのか、亡くなっているのか、あとは死亡の場合の死因というものを確認できる方法を組
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み込みたいというふうに考えておりまして、例えば住民基本台帳や死亡小票、がん登録といっ

たものの活用が考えられます。それぞれの手続等を早急に確認して対応を検討したいというふ

うに考えております。 

 ５年終了後のフォローアップについても、手紙だけでは困難であるというふうに考えると同

様に、公的な記録を活用したいというふうに考えているところでございます。 

 ４番目が、胸部CT検査の線量について、通常線量で行わないと、初期の中皮腫や微細な胸膜

変化や線維化がわからないので、初回のみでも通常線量とすべきではないかといった指摘がご

ざいました。これにつきましては、いろいろ検討をしたんですけれども、やはりこのリスク調

査自体が、検診ということの制度化ということが可能かどうかということを検討しているとい

うこともございますので、この線量については、やはり検診という原則を考えますと、低線量

でいきたいというふうに考えているところでございます。 

 これらを踏まえました形で、資料の２ということで、調査計画書の案というものを作成して

おります。 

 １枚めくっていただきますと、まず、２番目の調査目的になりますけれども、まず、前回は

所見の有無ということというふうに書いたんですけれども、今回、若干目的を変更しておりま

して、石綿ばく露の状況の違い等による石綿関連所見や石綿関連疾患の発生状況の比較等を行

い、石綿ばく露者の中・長期的な健康管理のあり方を検討するための知見を収集することを目

的とするということになっております。ですので、必ずしもプラークのあり・なしのみについ

ての比較を行うというものではないということでございます。 

 調査実施体制につきまして、このあたりは前回とほとんど変わっておりませんが、次のペー

ジをめくっていただきますと、それぞれの役割というものが書いております。 

 環境省は石綿の健康リスク調査、予算の確保を行うとともに、保健部内による有識者による

検討会、石綿の健康影響に関する検討会でございますけれども、その意見に基づき、調査設計

や自治体から報告された調査結果の取りまとめや解析を実施するということでございます。 

 検討会は、調査の実施方法や設計方法、解析方法などに対して、臨床医学や疫学等の専門的

見地からの評価・検討・助言を行います。 

 自治体は、環境省の委託を受け、地域住民に対し、広報等で調査対象者を募集し、問診、検

査、読影、健康状況の確認などのフォローアップを実施し、結果を集計するということでござ

います。 

 このうち、検査や画像診断については、指定医療機関に委託できたり、あとは指定の精密検
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査の医療機関を指定するということにしております。 

 自治体は、地域で読影を実施するために、専門家による読影会を設置するということでござ

います。 

 指定医療機関は、自治体の委託を受けて、胸部エックス撮影、胸部CT撮影、画像診断を実施

する医療機関のことを指定医療機関ということによりまして、指定医療機関は画像及び画像診

断結果を、所定の様式により速やかに自治体へ提供するということになっております。 

 最後、５番目といたしまして、指定精密検査医療機関ということでございまして、自治体の

指定を受けまして、読影の結果、石綿関連疾患の精密検査を行う医療機関、これにつきまして

は、指定医療機関とは別に指定精密検査の医療機関と呼ぶこととしております。 

 調査対象地域につきましては、現在のところ、現在の７地域ということで、大阪府泉南地域

等、尼崎市、鳥栖市、横浜市鶴見区、羽島市、奈良県、北九州市門司区というふうにしており

ます。なお、大阪府泉南地域等とは、泉南地域で、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪

南市、熊取町、田尻町、岬町及び河内長野の９市町でございます。 

 調査対象者といたしましては、原則として、次の①～④をすべて満たす方を調査対象とする

ということでございます。 

 中身といたしましては、石綿取扱い施設の稼働時期に、調査対象地域に居住していた者、調

査対象地域自治体が検査を実施する指定医療機関などで検査を受けることができる者、本調査

の内容を理解し、調査の協力に同意する者、５年間継続して調査に参加できる者を条件として

満たす方を対象としたいというふうに考えております。 

 調査方法につきましては、まず、問診につきましては、初年度につきましては、調査対象者

の職歴とか居住歴などといったことを詳細に聞き取りますということでございます。ただし、

平成21年度以前に石綿の健康リスク調査に参加している者につきましては、過去の問診票をも

とに簡略化を行うことができるものといたします。 

 ２年目以降は、継続問診票により、自覚症状などを確認することといたします。 

 また、ばく露を確認するに当たりましては、この石綿ばく露歴把握のための手引きというも

のがございますので、そういったものも参考にして、なるべく詳細に問診を行っていただけれ

ばというふうに考えております。 

 ２番目の検査でございますが、初年度につきましては、胸部エックス線検査及び胸部CT検査

を調査対象者全員に実施します。 

 ただし、21年度の石綿の健康リスク調査等で胸部CT検査を実施した者で、所見のない者につ
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いては、胸部CT検査を省略することができます。 

 ２年目以降につきましては、胸部エックス線検査については調査対象者全員に実施いたしま

す。胸部CT検査は、初年度に有所見者と判断された者に実施いたしますが、無所見者について

も必要に応じて実施することとなっております。 

 有所見というのは、ここに書かれている所見を有する者としております。 

 最終年度につきましては、胸部エックス線検査及び胸部CT検査を調査対象者全員に実施し、

最終年度の所見を確定いたしまして、初年度からの画像を経年的に比較して、所見の変化を評

価するということでございます。 

 この際、自治体さんにおかれましては、デジタル撮影による胸部エックス線検査や、またCT

検査の画像の長期保存に向けた取り組みを行っていただきたいというふうに考えております。 

 また、胸部エックス線検査及び胸部CT検査以外の検査につきましては、必要に応じて追加の

検討を行うこととしております。 

 胸部CTの撮影条件ということで、これも昨年度、１年ほど前の検討会の際に、一応、案とい

うことで出させていただいたものでございます。若干修正しておりますが、胸部CT検査につい

ては、マルチスライスCT、きちんと画像をしっかり撮るため、基本的にはマルチスライスのCT

で撮っていただきたいというふうに考えておりまして、以下の条件で実施するということで考

えております。 

 なお、放射線量につきましては、おおむね１mSv以下ということにしていただきたいと考え

ておりますが、なかなか施設の条件により難しい場合には、可及的に被ばく量の低減に努めて

いただきたいというふうに考えているところでございます。 

 ３番目の画像の読影でございますが、実施した検査等の胸部エックス線画像や胸部CT画像の

読影は、原則として次のとおり実施するということで、初年度は、１次読影として医療機関で

読影を実施いたします。２次読影として、地域の専門家による読影を実施することにより、受

診者全員を読影します。 

 ２年目以降は、前年度の読影で所見を有しないことが確認されている受診者は、医療機関の

１次読影でダブルチェックがなされていれば、２次読影は省略可能としたいというふうに考え

ております。 

 ４番目の検査結果でございますが、読影結果につきましては、それぞれの健康管理に役立て

てもらうため、受診した医療機関や、もしくは調査対象自治体から、調査対象者に所見の有無

や今後の対応方法について通知していただきたいと考えております。 
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 精密検査または医療の必要があるとされた者は、認められた所見について説明し、速やかに

医療機関で受診し、医師の指示に従うよう指導する。 

 所見を有しているが、医療の必要がないとされた者については、認められた所見について説

明し、直ちに医療機関へ行く必要はないが、経過観察を行うため、引き続き検査を受診するよ

う指導する。 

 所見を有しない者については、所見が認められないことを説明し、引き続き検査を受診する

よう指導、受診勧奨ということでございます。 

 それで、調査対象者の次年度における検査の考え方でございますが、基本的には、要は、救

済法の指定疾病に罹患した者、その他の疾病で医療の必要があるとされた方は、次年度の検査

は行わないと。医療の検査が必要ないとされた方は、次年度も検査を行うという形で考えてお

ります。 

 ６番目の検査終了者ということでございますけれども、こういった方について、要は、病気

になったという方については、医療機関へ照会を行い、診断結果や治療経過等の把握に努める

ということといたします。 

 次の７番目でございます。フォローアップでございますけれども、調査対象者のうち、次年

度も引き続き検査を行うということになった者に対しては、翌年度に継続した検査への参加の

お願いを個別に郵送するなどの方法によって受診勧奨を行うということでございます。ただ、

検査を辞退されたという形におきましては、理由を確認いたしまして、例えばエックス線検査

や胸部CT検査は実施したくないとか、１回受けたら十分だというような場合もあるかもしれま

せんし、引っ越し等によって、どうしても受けられなくなったという方も当然いらっしゃると

思いますので、そういった方はアンケート調査等により、その後の健康状況について可能な限

り確認していただくこととしたいと考えております。 

 また、調査対象者が転居や病気などで調査に参加できず、音信不通になった場合などには、

居住情報等について、住民基本台帳や人口動態調査、がん登録など、そういった行政が保有す

る情報を利用して確認することといたします。 

 ８番目の集計及び解析でございますけれども、自治体が毎年度の年度末までに、例えば受診

者数や石綿関連有所見者数、石綿関連疾患数、こういった結果を取りまとめて、環境省に報告

いたしまして、検討会、環境省におきましては全地域の結果を取りまとめて、対象者の所見等

の集計結果を公表するという形にいたします。 

 ５年間でございますけれども、自治体におかれましては、毎年度の集計もあわせて、５年分
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の集計を行いますということでございます。 

 その結果をもとに、環境省において調査対象地域における石綿ばく露の状況の違いなどによ

る石綿関連所見や石綿関連疾患の発生状況を比較するということをいたしますと。その際、年

齢や性別、ばく露歴や居住期間などを考慮して、石綿ばく露のない一般住民におけるデータが

得られれば、それと比較するということにいたします。 

 また、調査対象者の中で石綿関連疾患を発症した者について、疾患の発見のきっかけ、疾患

の状況に関する情報を収集いたしまして、こういった解析結果を取りまとめて公表するととも

に、検診受診の効果など、中・長期的な健康管理のあり方の検討の基礎資料とするということ

を考えております。 

 ９番目の調査予定期間終了後のフォローアップということでございまして、この５年終了後

も、数年後の現況というものを確認することが可能となるような調査設計とするということで、

具体的には、同意書などで５年後にも追跡フォローする可能性があるといったことを書き込ん

でおくことにしたいというふうに考えております。 

 ７番目、倫理的事項ということでございますが、まず、インフォームドコンセントというこ

とで、調査対象者について同意を得ることが当然必要だと考えておりまして、これまでリスク

調査でも同意書はとっていたんですけれども、今回、５年間の追跡調査ということで、特に中

に書いてあるうちの下の三つ、読影の結果、医療が必要となった場合、調査実施自治体が医療

機関診断の状況等を照会し、情報を得ること。あとは、転居・病気等で調査に参加できず音信

不通になった場合には、調査実施自治体などが居住情報等について、住民基本台帳、人口動態

調査、地域がん登録などの行政が保有する情報を利用し、現況を確認する場合があることと。

あとは、調査実施期間は、平成22年度から26年度までの５年間を予定しているが、その後も調

査対象者に対して、健康状況を確認するための追加調査を実施する可能性があること、といっ

たことを新たに入れるということにしたいと考えておりまして、同意書は20年間保管するとい

うことを考えております。 

 あとはデータについて、しっかりと管理をしていただきたいということを、次の（３）のと

ころに書いておりまして、基本的に、その追加調査を実施する可能性があるということですの

で、調査期間５年間に加えて、そういったデータを15年間、要は、あわせて20年間保管管理を

行うということにしたいと考えております。 

 そんな形でございます。以上でございます。 

○内山座長 ありがとうございました。最後、22年度以降の調査計画についてご説明がありま
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した。何かご意見、ご質問ございますでしょうか。 

○沖委員 ５ページの画像の読影の件です。２年目以降で、医療機関の１次読影でダブルチェ

ックがなされていれば、いわゆる自治体としては委員会を開かなくて、その結果として採用で

きるというふうなことですよね。極端な例、全部ダブルチェックしてあれば、それを自治体と

して委員会を開かずに、結果として採用していいという理解もあり得ますよね。確認です。 

○柳田補佐 はい。ここに書かれているとおりでございますが、前年度の読影で所見を有しな

いことが確認されている受診者については可能でございます。また、ちょっとここ、詳細に書

き忘れたんですけれど、ただ、前年度は所見がなかったとしても、次年度受けたときに、所見

っぽいものがあるよという場合は、そこはきちんと読影にかけていただければというふうには

考えております。 

○内山座長 わかりました。では、そこは誤解のないようにきちんとしてください。 

 ありがとうございました。そのほかは。 

○島委員 細かいことで恐縮ですけれども、３ページの調査対象者のところで、①～④をすべ

て満たす者というふうに書いていますが、④の５年間継続して調査に参加できる者というのは、

この調査の内容を見ても、途中で継続しない場合もあるわけですので、調査の内容を理解して

協力に同意していただいていれば、５年間やるということも含みますから、①～③だけで、④

はあえて入れないほうがいいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

○柳田補佐 場合によっては、例えば、もう二、三年後に海外に行くということがわかってい

るような方というのもあるのかなということもあったので、一応入れておりますが、入れるか

どうかは、もう少し事務局のほうでも考えたいと思います。 

○内山座長 よろしいでしょうか。逆に、途中で本人の意思でやめても、不利益は被らないと

いうことを同意書に書かなければ、これは倫理委員会を通らないので、確かに原則としてとか、

何か入れたらいいのかなという気がします。あるいは、説明のときに、必ず５年はやりますの

でということで同意をいただくということですね。 

 そこは、ちょっと書き込むかどうか、もう一回相談させてください。 

 そのほかにいかがでしょうか。 

○沖委員 これも確認ですけれども、１年前ぐらいに委員会では、追加を認めるということを

していましたけれど、今回はもう５年間できる人ですから、最初にしたら、もう追加で２年目、

３年目、４年目という新規の加入はありませんね。 

○柳田補佐 これも前回のときにも申し上げたかもしれませんけれども、今回、目標といたし
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まして、調査対象者数8,800人ということを掲げているんですけれども、必ずしも初年度でこ

れだけ集まるかどうかというのがちょっとわからない部分がございますので、そこにおいては、

その初年度の結果を踏まえながら、２年目に追加するかということをまた考えていきたいとい

うふうに考えております。もちろん、なるべく皆さんが初年度からきちんと参加していただく

ということが重要だとは考えておりますけれども、例えば、どうしても今年度、22年度にちょ

っと都合が悪くて受けられなかったけれども、23年度から受けたいという方もいないとは限り

ませんので、そういった方についても考えていきたいと思います。ただ、24年とか25年からと

か、あと１年とか２年だけ受けたいとか、最終年度ぐらいにひょっと来られた方については、

さすがにちょっと厳しいのかなというふうには考えております。 

○内山座長 多分、今のご質問は、前回のときに私がしたかもしれないんですが、初年度で8,

800人リクルートするのは難しかもしれないので、２年目でということもあるのではないかと。

その場合には、４年間しかフォローできないけれども、それも５年目にまた調査できればとい

うことを申し上げたと思うんですが、環境省としては、１年で何とか、初年度で対象者を自治

体にお願いしたいということですね。２年目は、もう本当にやむを得なかった方は追加できる

というようなご発言だったと思うんですけれども。 

○柳田補佐 ただ、ちょっとこちらの作業がおくれていて、もう７月になってしまっておりま

すので、ちょっとそのあたりは、多少柔軟に考えざるを得ないのかなというふうには考えてお

ります。 

○三浦委員 8,800という人数、逆算して出た数字だと聞いているんですけれども、先ほどの

資料、表３で、平成21年度の受診者数が2,433人ですよね。多少抜けた人もいるかもしれませ

んけれども、それでも３倍ぐらいの人数を集めなければいけない。それに対しては、何か対策

とか案とかございますでしょうか。 

○柳田補佐 月並みではございますけれども、募集を行っていくということを考えております

し、必要に応じて、例えば地域への説明会のようなことを行って、なるべく参加していただく

ようにお願いするということも考えております。 

○中野委員 ７ページの下から９行目のところですが、ここが大事だと思うんですけれども、

石綿ばく露のない一般住民におけるデータが得られればそれと比較するということと、それか

ら、９ページ目の20年間保存するということ、これらは重大なことだと思うんです。まず、ば

く露歴のない一般住民のデータの件ですが、第１期調査の資料を見ますと、表４－１、を見て

もらえますでしょうか。そうしますと、これは非常にいいデータといいますか、最終的に補完
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できるような印象であります。まず表の４－１のところの胸膜プラーク有所見者の年齢階層別

集計というのがございます。ここを見ますと、割合のところですが、40歳未満から99歳まで、

だんだんと年齢を経るに伴ってプラークの有所見がふえています。これは従来言われていた加

齢に伴ってプラークが出てくるということをはっきりと示しています。これは今までに報告さ

れたデータと合っています。その上のばく露区分別のところですが、直接ばく露から始まって、

立ち入り等まで、ばく露の濃度で分類できていますが、それで一番典型的なアスベスばく露所

見であるプラークを見ますと、直接ばく露のところでは40％で、間接職歴が27％で、家庭内曝

露が27％で、立ち入りで18％になっていて、その他のところが17％のプラークがあり、、その

他のところで、プラークのない方は83％おられるという結果です。このデータも、ばく露が多

ければ多いほど、プラークが出やすいと。ばく露が少なければ、プラークの出が少ないと。こ

れははっきり示されていると思うんですね。そこで、中皮腫の方を見ますと、直接ばく露歴の

ところで１人出ている。つまり、ばく露の高いところで中皮腫が出ています。もう１人は、家

庭内ばく露のところで、疑いでしょうけれど、中皮腫があったと。低濃度のアスベストばく露

といいますか、その他ないし立ち入りのところでは中皮腫は出ていない。ところが、実際には、

そういった方が現在はおられるということからすると、このその他のところでのプラークの所

見のない83％の人たちと「その際には、石綿ばく露歴のない一般住民におけるデータが得られ

ればそれと比較する」というところなんですが、これは具体的にどういうストラテジーでやろ

うというふうに思っておられるんですか。 

○柳田補佐 これにつきましては、今のところ、厚生労働省がやっているようなものも考えて

おったんですけれども、やっぱりなかなか調査設計がもともと異なっているということもござ

いまして、今そういうのを考えているのは、調査対象地域、基本的な市とか県、全域というこ

とを対象としておりますので、その中で、例えば市の端っこに住んでいるような方で、余り工

場とかそういった影響を受けないような方をばく露が少ない方というような方として、解析の

比較としてしたいというふうに考えているところでございます。 

 ですので、調査対象者の中でばく露が多い群と、ばく露が少ないまたはほとんどないと考え

られる群という形の比較ということができればというふうに考えております。 

○祖父江委員 中野先生ご指摘の点が一番重要なものですから、疫学の専門家、私、島先生を

含め、車谷先生、菅沼先生、三上先生と集まっていただいて、その点をやっぱり考えたいとい

うことで討議したと思うんですけれども、今のスキームで、8,800人集めることも結構難しい

ということですよね。8,800人集めたからといって、一体何がわかるのかというところも、こ
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れもちょっと疑わしいところではないんですか。その8,800人という計算根拠は、たしかプラ

ークの所見がある人の中で、10名中皮腫が得られるということが期待できる数だということで

したけれども、それがわかったからといって、中野先生がおっしゃったような比較対照群の設

定ができているわけではないですし、何倍リスクが上がったというようなこともわかるわけで

はないですよね。と思うんですよ。なので、やっぱり調査計画自身が、ばく露のない人のリス

クというのをきちんと把握できるような調査設計を内含したようなものでないと、やや難しい

んじゃないかというのが、疫学専門家の中での意見だったと思うのですが、ほとんどそれはい

ろんなコンセンサスだと思うんですが、島先生、どうですか。 

○島委員 それは、祖父江先生のおっしゃるとおりだと思いますけれど、ただし、その中で出

た意見がすべて今年度中に実現可能かどうかという問題はあるでしょうし、一応現状として、

可能な範囲ということで、こういう提案が環境省からなされたものだと思いますけれども、そ

のあたり、少しご説明いただければと私も思いますが。 

○泉室長 もともと、その8,800人という数の設定、それから、この調査で何を目的としてい

るのかということは、この検討会で前回までにもご議論いただいた点です。 

 事務局としては、この調査、第２期ということで、まず住民の方で検診を希望する方の検診

の機会の確保という側面がもちろん残っておりますし、それからもう一つは、今後、一般住民

でばく露を受けたかもしれない方々の健康管理ということを考えたときに、どういった方が対

象になるのかと。つまり、対象者である程度リスクが高いと思われる方を絞り込む方法がある

のかどうかということ。健康管理の方法が何かということは置いておきまして、健康管理をす

べき対象者というのはどういう方なのかということをなるべく絞り込むような材料としたいと

いうことで、企画をいたしました。 

 この調査でリスクについてのすべての答えが出ると思っておりませんで、補足的な調査が必

要となるかもしれませんし。それはまた実施可能性も含めて、事務的には詰めていって、もし

そういうことが実現できそうであれば、またご相談をしていきたいと思いますけれども、当面

はそういった趣旨から、この調査の形でやらせていただきたいと思っているということでござ

います。 

○島委員 先ほど、祖父江先生がおっしゃった疫学に関する者が集まって、意見交換した際に

は、8,800人という調査対象者の規模が妥当かどうかという点で、かなり意見があったと思う

んですね。この8,800人は、先ほども少しお話がありましたように、前回出されていた案で、

プラークの有無によってリスクを比較するというのが前提で出た案だったと思うんですが、そ
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れが今回、目的をプラークの有無だけではなくて、ばく露の状況の違いなどということにまで

広げて検討すると。このこと自体は、私は非常に好ましいことだと思います。ただ、この8,80

0人というのが、もともとの数字で残っていて、そこのところが妥当かどうかというところも

今回の目的に照らして、8,800人で妥当かどうかというところと、もう少しご説明いただきた

いということと、それから、これまでの実施状況から考えると、同じ地域で１年間で8,800人

の方にご協力いただくということが、かなり努力はしても、やはり難しい面があるだろうと思

うんですね。もし仮にこの8,800人という規模が妥当だとして、その人数にご協力いただくと

すれば、場合によっては地域を広げるとかというようなことも考えざるを得ないのではないか

なとは思うんですが、それが最後に書かれていた「石綿ばく露のない一般住民におけるデータ

」というところとも関係してくるのかもしれませんけれど、そのあたりについて、もう少し検

討する余地があるのではないかなというふうに思いますが。 

○泉室長 確かに8,800人という数字は、プラークの有無で中皮腫の発生率が違うという前提

で計算したものでございますので、今回、目的のところをプラークの有無だけではなくて、ば

く露状況の違いによる分析というふうに少し変えてきましたので、本来、8,800人が妥当なの

かどうかというのは、もう一度検証しなければいけないところですが、ただ、どういったばく

露で、どういったリスクがあるかということについて、現時点では余り情報がないので、では、

どうやったらそれが試算できるかというところについては、いろんな仮定を重ねなければいけ

ないと思っております。 

 当面、今年度につきましては、なるべく多くの対象者の方に入っていただきたいと思います。

それから、これと全く別のばく露のないグループというもののデータを見るということについ

ては、先ほど柳田からもご説明したように、厚生労働省の研究班の数字を使うよりは、このリ

スク調査の中で受けた方でばく露の少ない方、多い方というのを比較したほうがよろしいので

はないかというご意見もいただいておりますので、そうした分析ができるようにやっていきた

いと思っています。 

○内山座長 それから、今までの地域の中でも、今までは関心のある方というか、工場の近く

でばく露歴があるかもしれないという方を中心に、主に対象者の方を呼びかけていると思うの

で、尼崎市の中で、先ほどちょっと平野先生がおっしゃったように、大体今までの４年間の調

査で、この発生源と思われるところがあるところの周囲どのぐらいまでは、プラークの有症率

が高いということは、それぞれの地域である程度わかってきているし、全然ばらばらなところ

もあるので、どのぐらいの以下のところ、それでは尼崎市でも、その発生源より遠いところの
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方も含めた対象者を選んで、ばく露状況から見てリスクの少ない方というものも住民対象者に

含めて選んでいただければ、少しは祖父江先生がおっしゃった解析の仕方もできる可能性が。

ですから、逆にそういうことで、全く違うところに新しく、違うところで対象地域を求めるよ

りは、ノウハウを持っていらっしゃる尼崎市、鳥栖市というところで、もう少しリスクの少な

い方も対象に入れていくというような工夫をされれば少しいいかなという気はしますけれども。

そういう考えでどうでしょうか。 

○祖父江委員 やっぱり、ここの調査で特徴的なのは、全員に対して胸部CTを撮るということ

ですよね。そういうことは、調査研究というよりは、むしろ対象者の方へのサービスというか、

健康管理の意味で何か利益になるであろうということでやられるということなんでしょうけれ

ども、リスクの評価に関しては、必ずしも胸部CTの所見というのは必須ではないというふうに

思うんですが、なので、そこのところが対象者数を拡大することの制限になっているのであれ

ば、もうそこを取り払っても、ばく露歴の把握、問診のところをきちんとできるような仕組み

をつくり、同じ対象地域内でそういう方の対象者数をできるだけふやすようなことを内含する

ような調査計画がいいのではないかというふうに思うんですけれど。 

○神山委員 別のことなんですが、今年度から石綿関連疾患になった、著しい呼吸機能障害を

伴う石綿肺と同じく、びまん性胸膜肥厚の検査の仕方について、最初は、この２ページ目に指

定精密検査医療機関というところでできるというふうに書かれているわけですが、５ページ目

で、画像の読影でまず見ていくんだろうと思うんですが、医学的所見で、③、⑤あたりが、そ

の可能性があって、これが読影の結果、中皮腫または石綿による肺がん等、この「等」に新し

い関連疾患が入るんだろうと思うんですが、この場合、画像及び問診程度で、ほとんどがこの

著しい肺機能障害があるかどうかというのがもうわかってしまって、ほとんどもう精密指定機

関に行かないのか、あるいは、受診者が呼吸器障害があるんだけれどというふうなことになっ

たときには回っていくのか、その辺のえり分けみたいなのは、どんなふうに考えられているの

かということと、過去に、今までに、例えば表４－１で、ア、イ、ウという直接職歴とかその

辺に非常に多いわけですけれども、環境省が対象とするのは、オのケースだろうと思うんです

が、オの場合にも、若干従来は③、⑥に画像所見等を見ているものがあるんですが、その辺対

象で、過去に見て著しい肺機能障害を訴えている受診者がおられたのかどうかという、その２

点についてちょっとお伺いしたいんですが。後半のほうは、自治体のほうだと思います。 

○泉室長 まず、前半ですが、あくまで検診ですので、著しい呼吸機能障害があるような方は、

別途病院に通っていらっしゃる方がほとんどだと思います。リスク調査の検診を受けに来て、
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初めて重篤な呼吸機能障害のある石綿肺やびまん性胸膜肥厚が見つかるということは想定して

おりません。 

○神山委員 過去にも調査の中ではなかったということについてはどうですか。 

○泉室長 過去に激しい自覚症状があるような方がいらっしゃった自治体というのがあるかと

いうことは、それは自治体の方にコメントいただいてよろしいですか。 

○内山座長 過去に、オの中で、③あるいは⑥に当たる方がおられたかどうかということです

ね。 

○神山委員 オの③、⑥の方で、呼吸器障害を訴える方はいらっしゃらなかったのか。 

○内山座長 オに当たる方ではいらっしゃらなかった。 

○泉室長 私が問診票を一部見た限りでは、息切れぐらいのことはあっても、著しい呼吸機能

障害までとみえる方はなかったように思いますけれども。私の拝見した範囲ではですが。 

○内山座長 ほかにいかがでしょうか。でも、これからそういう方が受診される可能性は全く

ないというわけではないですので、むしろそういう方を積極的に拾い上げていくということも

重要な、この調査の別の目的となるというものですので。 

 そのほかによろしいでしょうか。 

○沖委員 先ほど、いわゆる、例えば私たちの市は門司区というところなんですけれども、い

わゆる裏と表という言い方は悪いんですけれども、いわゆる被ばくのほとんどない地域という

地域があるんですけれども、今年度、先ほど調査地区で、いわゆる被ばくの少ないところ、こ

れに入れるかどうかということについては、どこで、いつ決まるんでしょうか。そうでないと、

それを入れていいのであれば、早速そのように動きたいんですけれども、その辺が全然見えな

いまま、いつもこの検討会が終わるものですから、さて、どうしようかといつも悩まれている

んです。いつもではないんですけれども。少なくとも今年度について、どのようにするのかと、

もうちょっと明確に、どこかで決めていただきたいんですけれども。 

○泉室長 例えば北九州市門司区ですと、今、対象地域を門司区のどこにするということはし

ておりませんで、私たちとしては北九州門司区全体の住民の方で、この条件に該当する方は、

仮にその施設の近くであろうが、遠くであろうが、対象になるとしております。ただ、その自

治体さんのキャパシティもあるので、どこを重点的に候補にするかとか、そういったご事情は

あると思いますので、そこについては個別にご相談いたします。 

○沖委員 それは、ちょっと内容が違うんですけれども、祖父江先生が、というよりも、その

答えに対して、この地域でばく露の多いところと少なかったところのそのデータでもって、７
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ページの下のほうのデータとしたいというふうなことを多分答えられたように理解したんです

けれども、そういう意味合いも含むのであれば、同じ、全然ばく露のないところに積極的に働

きかけて、この検診を受けていただきたいと。そういうことも含めてやりたいんですけれども、

やはり住民の対象は、自分たちの地域に工場があったので受けたいという人が多いんですね。

やはり、その人たちを中心に昨年度もやりました。でも、そういう比較ということが入るので

あれば、それも念頭に置きながらというふうに思うんです。それはできるんですよ。できると

書いてあるので、いいんですけれども、確認ですから、それを含めてやりましょう。 

○古川委員 今の沖先生のお話、全く一緒なんですけれど、この前の議論が余り反映されてい

なくて、私は言ったんですけれど、結局、デザインが全然見えないなということで、当然、祖

父江先生が言われましたけれど、それに関連して言うと、私は佐賀県ですけれど、佐賀県の鳥

栖市で、じゃあ22年度、具体的に何人もの人を予想して集めようかなと思っているわけです。

担当の人に聞くと、大体300人ぐらいと言うんですけれど、では、どこの人を対象にするかと

なったら、先生が言われるように、今まであった地域の中で、まだやっていない人を対象にす

るのか、平野先生が言われましたように、距離が非常に大事と言われましたから、ここから10

キロあたりの人を選んだり、20キロを選んだり、そういうことに近い人を選ぶのか、迷ってい

るわけです。だから、そこのデザイン全く見えないから、現場としては、かなり困ると思いま

すよ。 

○内山座長 そこは疫学の先生方との意見交換で、何かありましたか。 

○島委員 今の点は、環境省の方からお答えいただくほうがいいと思いますけれども、私も一

応疫学が専門という立場で考えますと、比較するのは普通だとしても、それは結果的にできれ

ばいいという程度であって、やはりこの調査で大事なのは、リスクのありそうな人に重点的に

受けていただくということが一番重要ではないかと思うんです。ただし、その地域内で過去の

ばく露の多い状況では、さまざまな程度があるでしょうから、結果的にばく露が非常に低い人

もそれを受診されるでしょうから、そうした人とばく露がかなり高濃度であった人が比較でき

るようになればいいと思います。ばく露群と非ばく露群を比較するために、同じ数をとらなけ

ればいけない、そのためにばく露を受けていたにもかかわらず、ある程度受診を制限しなきゃ

いけないというようなことは、この調査の趣旨からしてもあってはならないのではないかと私

は思います。 

○内山座長 私が先ほど申し上げたのは、そこは全くそのとおりで、周辺の方で、受けられる

希望があれば、それを優先していただきたいということは、これは私が遠くの方でもいいんじ
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ゃないでしょうかと申し上げたのは、今回がむしろ人数に余裕といいますか、全体に比べれば

３倍ぐらい集めることが必要になるので、そのときに近くであっても、近くであっても遠くで

も大丈夫でしょうねということで申し上げたので、周辺の方をまず優先していただくとか、そ

れはハイリスクと思われる方を選んでいただくことがまず大事だろうと思います。その中で、

またばく露の対象もありますでしょうし、それから距離的に少ない方も出てくるだろうという

ことで申し上げました。 

 ただ、ですから、一応何々区、何々市ということであれば、その中で集計の周辺だけに限っ

ているというわけではなくて、場所は全市民にかけていただいて構わない。そして、その割り

当てられた人数の範囲で、ハイリスクのグループの方からだんだん広げていけばいいというよ

うな形でよろしいでしょうか。 

 それで、分析のほうは、本当に飛躍的に可能なことが言えるような、できるような分類にな

るのか、それともまだ8,000人というふうには足りなくて、もっととらないとばく露の差はは

っきりしない、あるいはばく露の程度が幾つかに分かれないと、ということになるかはわから

ないんですけれど。 

○柳田補佐 解析の方法等につきましては、またちょっと引き続き検討していきたいと思いま

すが、まず、検診というのも各自治体さんに早く進めていただきたいと思いますので、まず、

そういった今、島先生と内山座長がおっしゃっていただいたような形で、募集をかけていただ

ければというふうに考えているところでございますので、何とぞよろしくお願いいたします。 

○三浦委員 今まで、前年度までと一番違うのは、現在もそこに住んでいるという縛りがなく

なったんです、今回は。ですよね。 

○柳田補佐 確かにそのとおりでございますけれども、ただ、結構自治体の事情によって、例

えば隣町とか住んでいた方も、その市まで戻ってきて受診されているというケースもあったん

ですけれども、今回は最初から明確化して、そこでなくてもいいというような形にしておりま

す。 

○三浦委員 指定医療機関であれば、どこに住んでいても受けることが可能だということです

ね。ありがとうございます。 

○内山座長 よろしいでしょうか。この調査はずっと前から、先ほどご質問が出たように、検

診の意味合いと、それからより効果的な検診をするには、どういうよう方を優先的にやってい

かなきゃいかないかという、両方の意味合いを持っているので、なかなか疫学的に何かこの有

意差を出したいので、こういう調査というプロトコル、なかなか割り切ってとれないというと
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ころもありますので、いつもあいまいになってしまうと。その中で、何か有効な結果が打ち出

せないかというところで、もし秘策としてなろうと思いますので、22年度から始めるためには、

早急に自治体のほうにお願いしないといけないこともありますが、よりよい設計になるように、

まだもう少し疫学の先生方ともご相談しながら、もう少しこの計画書案を詰めていきたいと思

いますので、きょうのところはこのぐらいでよろしいでしょうか。何かご意見ございますか。 

 よろしいでしょうか。この調査計画書の案につきましては、臨床のところは、掲載していた

だいた案で、細かいところをもう少し、修正を入れていただきたいところもあると思いますの

で、またご相談させていただくこともあると思いますので、それを反映して調査に対処してい

ただければというふうに思います。よろしいでしょうか。 

 では、その次、議題３で、その他について、よろしくお願いします。 

○瀧口救済部長 環境再生保全機構石綿健康被害救済部長の瀧口と申します。参考資料をお配

りしておりますのは、この救済制度における18年～20年度の被認定者についてのばく露状況の

調査報告でございます。 

 その中身を簡単にご説明いたしますと、１枚めくっていただきまして、目次にありますよう

に、今回平成20年度のデータと、あと18年～20年まで３カ年累計の認定者数データが集まって

おりますので、それぞれについて、ばく露ですとか職業分類、環境分類、住所別の集計、それ

からリスク調査関連地域の集計を行っています。また、今年度は、尼崎市についての詳細調査

というのを累計のデータを用いて行っているところでございます。 

 中身につきましては、後でごらんいただければと思いますが、ポイントだけご紹介させてい

ただきます。62ページ、63ページをお開きいただきたいんですが、ばく露の状況につきまして

は、63ページのグラフがありますように、ア、リスク調査の分類とちょっとずれておりまして、

アに直接石綿を扱っている職歴がある人と、間接的に職場の中で石綿を扱っていた人が統合さ

れていますので、全体が一つずれてきていますけれども、職業ばく露といわれる方が、療養費

の申請者で見ますと57.2％、リスク調査分類のオに当たる部分は、環境または不明の方々でご

ざいますが、これが35.9％ございます。 

 今年度から労災の認定を受けた方々については、それは除外して集計をしておりますもので

すから、昨年に比べると、10％くらいエ分類の方が多くなっておりますけれども、これは労災

の、労災認定者は当然ア分類になるわけですが、その方が抜けた結果このような傾向になって

いるということでございます。 

 あと、職業分類の部分につきましては、建設労働者の方々、あと製造業の方が多いという結
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果が出ております。 

 それから、都道府県別、住所別で見ますと、83ページを見ていただければと思うんですが、

このように都道府県別にグラフをつくってございます。累計で申しますと、都道府県別では、

兵庫県が179人、東京都134人というあたりが多くなっております。また、市町村別でいきます

と、尼崎市が113人、大阪市59人といったところがかなり多いということであります。 

 今年度につきましては、尼崎市についてもう少しエリア別に詳細に見てみようということで、

112、113ページをお開きいただければと思うんですが、環境ばく露またはよくわからないとい

う、このエの分類にされた方について、尼崎市市内の地域別の区分で分析をしております。 

 表の114ページに載ってございますが、ここにありますように、中央地区から園田地区まで

の六つの地域について、それぞれ最長居住、それから地域を選んでしております。トータルで

いきますと、小田地区が47名、それから中央地区が12名、大庄地区が10名といったところが多

くなっているという結果が出てございます。 

 それから、リスク調査の対象地域別でございますけれども、117ページをご参照いただけれ

ばと思いますが、療養費で認定でいきますと、地域で申しますと、横浜の鶴見区が15名、羽島

市が５名、泉南地域等が26名、尼崎が154名、王寺及び斑鳩が７名、北九州市門司区が25名、

鳥栖１名が、療養費の関係で認定されているという状況になっています。 

 かいつまんでございますが、以上です。 

○内山座長 ありがとうございました。貴重な資料がだんだんできているということでありま

すけれども、何かご質問、ご意見ございますでしょうか。 

○鈴井委員 尼崎市です。お忙しい中、詳細な分析をしていただきまして、どうもありがとう

ございます。特に尼崎市の地域別分類ということについて、本市の要望にこたえていただきま

して、どうも本当にありがとうございます。 

 こうやって６地区に分けていただいて、集計していただいたんですけれども、恐らくはこれ

のベースになっているのは町名だと思います。町名がわかるのであれば、こういう地域にわざ

わざ分けていただかなくても大丈夫なんじゃないかと思いますので、ぜひ次年度に関しまして

は、町名を出していただければと。場合によっては、我々がリスク調査のほうでさせていただ

いているD図のような格好で、地図上にプロットしていただいて、さらに詳細な解析をお願い

したいと思います。是非よろしくお願いします。 

○瀧口救済部長 この調査のつきましては、実は環境省のほうから委託調査を行っております

ものですから、また環境省のほうとも相談しながら検討させていただきたいと思います。 
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○内山座長 この委員会には三浦先生も参加されていますが、何か追加でよろしいですか。神

山先生もご参加ですね。特によろしいですか。 

 それでは、今、尼崎市のほうからも言われましたので、次年度以降のまとめ方については、

その点も考慮した上で、環境省とも相談の上、よろしくお願いしたいと思います。これは今、

いろんな進んでおります、国際法の検討のところにも利用できると思いますので、よろしくお

願いいたします。 

 そのほかに何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

○柳田補佐 それでは、本日ご議論いただきました資料のうち、21年度のリスク調査報告の概

要につきましては、今回のご指摘を踏まえて、修正した上で、座長と相談した上で、まとめた

結果を後日ホームページ等に公表したいというふうに考えておりますので、よろしくお願いい

たします。 

 それと、あとは次回の日程については、追ってご連絡いたします。議事録についても、原案

を作成いたしまして、各委員にご連絡、ご確認いただいた後、環境省のホームページにあわせ

て掲載する予定でございますので、よろしくお願いいたします。 

○内山座長 それでは、15分ほど超過してしまいましたが、きょうの検討会はこれで終了した

いと思います。どうもありがとうございました。 


